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本マニュアル作成の経緯

国土交通省

既存住宅流通・リフォーム推進事業(大規模修繕タイ
プ)

対象：長寿命化に寄与する工事→ＥＶ車充電設備

選択項目
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既存マンションへの導入の課題

たまごが先か

にわとりが先か
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既存マンション導入への問題点

１．管理組合総会での承認

２．管理規約及び使用細則

３．費用負担
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管理組合の集会（総会）

総会は管理組合の最高の意志決定機関（年１回以上）

普通決議 特別決議

↑

過半数

↑

４分の３以上

但し法律で定められたもの以外

は規約で別段の定めができる

１．管理組合総会での承認
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２．管理規約及び使用細則

（駐車場の使用）
第１５条 管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分
所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。
２ 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、
管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。
３ 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三
者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効
力を失う。

（使用料）
第２９条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料
（以下「使用料」という。）は、それらの管理に要する費用に充てる
ほか、修繕積立金として積み立てる。

【マンション標準管理規約】

マニュアルＰ２５
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普通決議でよい工事 特別決議を要する工事

・スロープ、手すりの設置工事
・柱や梁の鉄板巻等の耐震補強工事
・耐震壁や筋かいなどの耐震部材設置

工事
・防犯カメラ、オートロック設備の設

置工事
・光ファイバー敷設工事
・外壁補修、鉄部塗装、屋上防水工事
・給水管更生、更新工事
・窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交

換工事
・高置水槽等の撤去工事

・エレベーターの新設工事
・大規模な集会室、駐車場、駐輪場

の増改築工事

マンション標準管理規約第47条関係コメントによる判断例

マニュアルＰ１１

8



充電設備を専用とす
る方法

充電設備を共用とす
る方法

カーシェアリング

主なメリット 利用者は、好きな時
にいつでも充電でき
る。

・空き駐車場を活用
できる。

・急速充電器の場合、
新たに利用希望者
が現れた場合でも
対応が可能。

・空き駐車場を活用
できる。
・居住者の自動車保
有コストを軽減で
きる。

主なデメリット 後日、新たに利用希
望者が現れた場合、
設備を追加しなけれ
ばならない。

・急速充電器の場合、
設置費用が高額。

・普通充電器の場合、
2人での共用が限界
であるため、後日、
新たに利用希望者
が現れた場合、設
備を追加しなけれ
ばならない可能性
がある。

・普通充電器では、
共用する利用者間
での使用時間等の
ルールが必要。

・運用するために予
約システム等が必
要となるため、費
用負担が大きくな
る。
・既に自動車を所有
している居住者は
賛成しない可能性
がある。
・自由に電気自動車
を利用できない。

３．充電設備の利用方法 マニュアルＰ８
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３．費用負担

モデルケース① モデルケース② モデルケース③

電源 単相200V 単相200V 三相200 V

充電設備 壁付けコンセント
建物から離れた

スタンド
特別区画での急速

充電器

設置台数 3台 3台 1台

配線・配管
方法

露出 埋設 近隣電柱等

配線・配管
距離

約25m 約60m －

工事費用 約50万円 約340万円 約291万円

４．充電設備の設置工事と費用 マニュアルＰ８（モデル図Ｐ４７～４９）
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① モデルケース①の場合の上乗せ金額

設置費用：50万円
12年間※で設置費用を回収する場合の月々の回収額：

50万円÷144か月÷3台＝1,158円／月・台
※充電設備製造者の設計の前提や使用状況等により、使用

可能年数は異なります。
1台の乗用車が1年間に走行する標準的な距離：約1万km
1km走行するために必要な電気料：約3円
1か月間の標準的な電気料：
約1万km÷12か月×約3円＝2,499円／月・台
上乗せ金額＝1,158円＋2,499円＝約3,650円／月・台

定額課金と従量課金という問題
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② モデルケース②の場合の上乗せ金額

設置費用：340万円
12年間で設置費用を回収する場合の月々の回収額：
340万円÷144か月÷3台＝7,871円／月・台

上乗せ金額＝7,871円＋2,499円＝約10,370円／月・台
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③ モデルケース③の場合の上乗せ金額

設置費用：291万円（3台で共有と仮定）
12年間で設置費用を回収する場合の月々の回収額：

291万円÷144か月÷3台＝ 6,736円/月・台

１か月間の標準的な電気料金（契約容量30kWの急速充電器の場合）

・基本料金：約1,100円/kW・月×30kW÷3台＝
約11,000円/月・

台
・電力量料金：約1万km÷12ヶ月×約1.5円＝

約1,250円/月・台

電気料金＝約11,000円＋約1,250円＝12,250円/月・台
上乗せ金額＝6,736円+12,250円=約19,000円/月・台
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ア 補助金額（千円未満切捨て） 

急速充電設備の本体価格 

設備 補助金額 

急速充電設備 
国補助相当額を除いた額の１／２  

（上限５０ 万円） 

急速充電設備設置に係る工事費用 

工事関係 補助金額 

充電設備本体設置、既存分電盤から本体ま

での電線及び電線管施工に係る費用 

＊既存分電盤がない場合は直近の分電盤か

ら本体まで 

＊材料や人工、その他の諸経費を含む 

補助交付額の上限額 １００万円 

 

横浜市の急速充電設備の導入に対する補助制度
（公共の用に供する建物）
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まとめ

・工事費用助成制度の拡充

・急速充電器契約料の緩和措置

・急速充電拠点の拡充

・管理組合の付加設備としての認識
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